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 会 議 結 果 報 告 書 

  

議題１：「更新後の公共施設における使用料の算定に関する基準」の策定及び「秦

野市立公民館条例」の一部改正について 

 担当部課等 行政経営課、生涯学習課 

 
説 明 者 

政策部長、文化スポーツ部長、行政経営課長、課長代理（公共施

設マネジメント担当）、生涯学習課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．条例施行日の見通しはどのようか。 

Ａ．現在の契約だと建物の建築工事が完成し、市への引き渡し

が本年８月下旬の予定。４月頃には工事全体の見通しがつく

ため、公民館の供用開始日を決定できるものと考えている。 

（意見） 

 敬老会や西地区ふれあいまつり等、例年９月下旬頃に行われ

ている公民館行事等については、新しい公民館で実施できると

よい。 

 

Ｑ．資料２の「使用料の算出方法」で、「自主事業などに係る費

用」として５００万円とあるが、西公民館の実績はどのよう

か。また、施設の稼働率はどのようか。 

Ａ．平成２６年の調査では、西公民館は２２０万円。また、平成

３０年の稼働率は、３４．８％。 

（意見） 

 部屋の稼働状況だけでなく、実人数など、施設本来の目的に

照らし、より多くの人に利用していただけているかどうかにつ

いても、分析を進めてほしい。 

 

 会 議 結 果  原案了承 

 
 

会 議 名 称 政策会議 

日 時 令和２年１月１４日(火) 午後２時～午後３時３５分 

場 所 ３Ａ会議室 

出席者 

出 席 
市長、宮村副市長、高村副市長、教育長、政策部長、総務部長、

都市部長 

事務局 
総合政策課長、課長代理(政策調整担当)、担当者 

陪席：秘書課長 



- 2 - 

 

議題２：秦野市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の

確保に関する条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 生活環境課 

 説 明 者 環境産業部長、生活環境課長、課長代理（生活環境担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．専決処分の可能性について協議したか。 

Ａ．文書法制課とも協議し、「清掃等の頻度」については、市に  

裁量の余地があるため、専決処分には当たらないと考えてい

る。 

 

 会 議 結 果 原案了承 

 
 
 

議題３：秦野都市計画事業秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業施行に関する条例

の一部を改正することについて 

 担当部課等 都市整備課 

 説 明 者 都市部長、都市整備課長、課長代理（市街地整備担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

 特になし。 

 

 会 議 結 果 原案了承 
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議題４：放課後児童ホームと放課後子ども教室の一体的な運営について 

 担当部課等 こども育成課 

 説 明 者 こども健康部長、こども育成課長、課長代理（放課後児童担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

（意見） 

・ 当面、２つの事業が混在する中で、より一体的な運用となる

よう検討してほしい。 

・ 全体的な方向性は良いが、試行の結果や評価が見えるよう、

実施内容を再度整理してほしい。 

 

 会 議 結 果  内容を整理し、改めて政策会議に付議することとする。 

 
 
 

―以上― 


